
（2）

最
も
反
映
さ
れ
た
提
言
で
あ

り
、
か
つ
国
と
障
が
い
当
事
者

と
の
公
的
約
束
と
も
言
え
る
は

ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
基

本
合
意
」
と
「
骨
格
提
言
」
の

実
現
こ
そ
が
、
障
が
い
者
の
基

本
的
人
権
を
尊
重
す
る
も
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会

は
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、

次
回
改
正
時
に
は
、
必
ず
「
基

本
合
意
」
と
「
骨
格
提
言
」
を

実
現
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

▪
政
治
分
野
へ
の
男
女
共
同
参

画
推
進
法
の
制
定
を
求
め
る
意

見
書

　

本
年
、
女
性
参
政
権
行
使
か

ら
70
年
の
節
目
の
年
を
迎
え

た
。し
か
し
、我
が
国
の
女
性
議

員
は
衆
議
院
で
９
・
５
％
、参
議

院
で
は
20
・
７
％
で
あ
る
。
地

方
議
会
に
お
い
て
も
女
性
議
員

比
率
は
12
・
１
％
と
１
割
強
に

す
ぎ
な
い
。少
子
化
、超
高
齢
社

会
の
諸
問
題
、
食
糧
や
環
境
な

ど
生
活
の
諸
課
題
が
重
要
な
政

治
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
、

ま
た
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
女

性
の
活
躍
推
進
が
図
ら
れ
て
い

る
中
で
、
政
策
を
議
論
し
決
定

す
る
政
治
の
場
へ
の
女
性
の
参

画
は
不
可
欠
で
あ
る
。
国
会
に

お
い
て
も
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を

踏
ま
え
、
法
制
度
に
お
い
て
女

性
議
員
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の

施
策
を
定
め
る
こ
と
が
、国
、自

治
体
の
い
ず
れ
の
議
会
に
お
い

て
も
女
性
議
員
の
増
加
を
実
現

す
る
確
か
な
方
策
と
な
り
得
る

と
し
て
、
議
員
立
法
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。よ
っ
て
、本
市
議
会

は
、国
会
及
び
政
府
に
対
し
、女

性
議
員
の
増
加
を
促
し
、
男
女

が
と
も
に
政
策
決
定
に
協
働
し

参
画
す
る
「
政
治
分
野
へ
の
男

女
共
同
参
画
推
進
」
の
た
め
の

法
律
制
定
が
、
女
性
参
政
権
行

使
70
年
の
こ
の
年
に
こ
そ
実
現

さ
れ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
を
強
く

求
め
る
。
⑴
無
年
金
者
対
策
は

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
を

25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
す
る
措

置
に
つ
い
て
、
２
０
１
７
年
度

中
に
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う

必
要
な
体
制
整
備
を
行
う
こ

と
。
⑵
低
年
金
者
へ
の
福
祉
的

な
措
置
と
し
て
最
大
月
額
５
千

円
（
年
６
万
円
）
を
支
給
す
る

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
」

等
に
つ
い
て
は
、
財
源
を
確
保

し
た
上
で
、
で
き
る
だ
け
早
期

の
実
施
を
目
指
す
こ
と
。

▪
「
基
本
合
意
」
と
「
障
害
者

総
合
福
祉
法
の
骨
格
に
関
す
る

総
合
福
祉
部
会
の
提
言
」
の
実

現
を
求
め
る
意
見
書

　

本
年
５
月
25
日
、「
改
正
障
害

者
総
合
支
援
法
」
が
参
議
院
本

会
議
で
可
決
、
成
立
し
た
。
本

改
正
法
は「
障
害
者
権
利
条
約
」

批
准
後
、初
の
法
改
正
と
な
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
入
院
中
の

重
度
訪
問
介
護
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
障

が
い
児
の
支
援
等
が
盛
り
込
ま

れ
た
が
、
２
０
１
０
年
１
月
に

国
が
障
害
者
自
立
支
援
法
違
憲

訴
訟
団
と
交
わ
し
た
「
基
本
合

意
」
と
障
害
者
権
利
条
約
に
基

づ
き
２
０
１
１
年
８
月
に
障
が

い
当
事
者
、
家
族
、
事
業
者
も

参
加
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
骨

格
提
言
」
が
実
現
さ
れ
た
と
は

到
底
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

本
来
、「
基
本
合
意
」は
、
国
と

の
間
で
交
わ
さ
れ
た
法
的
文
書

で
あ
り
、「
骨
格
提
言
」
は
、
内

閣
府
に
設
置
さ
れ
、
障
が
い
当

事
者
、
関
係
者
が
多
数
参
加
し

た
「
障
が
い
者
制
度
改
革
審
議

会
」
と
そ
の
下
に
設
置
さ
れ
た

「
総
合
福
祉
部
会
」
に
お
い
て

会
の
総
意
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
障
が

い
当
事
者
、
家
族
等
の
意
見
が

⑷
返
還
月
額
が
所
得
に
連
動
す

る
新
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金

制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
設
計

を
着
実
に
進
め
、
既
卒
者
へ
の

適
用
も
推
進
す
る
こ
と
。
あ
わ

せ
て
、
現
下
の
低
金
利
環
境
を

踏
ま
え
、
有
利
子
奨
学
金
の
金

利
を
引
き
下
げ
る
こ
と
。

▪
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の

実
現
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

日
本
の
雇
用
制
度
に
既
に
ビ
ル

ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
独
自
の
雇

用
慣
行
や
中
小
企
業
へ
の
適
切

な
支
援
に
も
十
分
に
留
意
し
、

非
正
規
雇
用
労
働
者
に
対
す
る

公
正
な
処
遇
を
確
保
し
、
そ
の

活
躍
の
可
能
性
を
大
き
く
広
げ

る「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」の
一

日
も
早
い
実
現
の
た
め
に
次
の

事
項
に
つ
い
て
ち
ゅ
う
ち
ょ
な

く
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
。

⑴
不
合
理
な
待
遇
差
を
是
正
す

る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
早

急
に
策
定
す
る
と
と
も
に
、
不

合
理
な
待
遇
差
に
関
す
る
司
法

判
断
の
根
拠
規
定
を
整
備
す
る

こ
と
。
⑵
非
正
規
雇
用
労
働
者

と
正
規
雇
用
労
働
者
と
の
不
合

理
な
待
遇
差
の
是
正
並
び
に
両

者
の
待
遇
差
に
関
す
る
事
業
者

の
説
明
の
義
務
化
な
ど
に
つ
い

て
関
連
法
案
の
改
正
等
を
進
め

る
こ
と
。
⑶
と
り
わ
け
経
営
の

厳
し
い
環
境
に
あ
る
中
小
企
業

に
対
し
て
、
例
え
ば
非
正
規
雇

用
労
働
者
の
昇
給
制
度
の
導
入

等
の
賃
金
ア
ッ
プ
や
処
遇
改
善

に
取
り
組
み
や
す
く
す
る
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
あ
り
方

に
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
す
る

こ
と
。

▪
無
年
金
者
対
策
の
推
進
を
求

め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

必
要
な
財
源
の
確
保
を
含
め
、

安
心
の
社
会
保
障
の
実
現
を
図

る
た
め
、
早
急
に
次
の
事
項
に

来
の
業
務
を
不
断
に
見
直
し
、

教
員
の
業
務
の
適
正
化
を
促
進

す
る
こ
と
。
⑶
部
活
動
は
、
教

員
の
負
担
軽
減
を
図
り
つ
つ
、

部
活
動
の
指
導
を
充
実
す
る
た

め
、
休
養
日
の
設
定
を
徹
底
し

た
上
で
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
指

導
者
や
引
退
し
た
ト
ッ
プ
ア
ス

リ
ー
ト
、
退
職
教
員
、
運
動
部

や
文
化
部
所
属
の
大
学
生
等
、

地
域
の
幅
広
い
協
力
を
得
て
行

え
る
よ
う
、
環
境
整
備
を
進
め

る
こ
と
。
⑷
教
員
の
長
時
間
労

働
と
い
う
働
き
方
を
見
直
し
、

心
身
と
も
に
健
康
を
維
持
で
き

る
職
場
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
国
は
定
期
的
な
実
態
調
査

の
実
施
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

策
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

▪
返
済
不
要
の
「
給
付
型
奨
学

金
」
の
創
設
及
び
無
利
子
奨
学

金
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

納
税
者
で
あ
る
国
民
の
理
解
も

得
つ
つ
、
学
生
が
安
心
し
て
勉

学
に
励
め
る
よ
う
、
返
済
不
要

の「
給
付
型
奨
学
金
」の
創
設
や

無
利
子
奨
学
金
の
拡
充
な
ど
具

体
的
な
経
済
支
援
策
と
し
て
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
取
り
組
む

こ
と
を
強
く
求
め
る
。
⑴
学
ぶ

意
欲
の
あ
る
若
者
が
経
済
的
理

由
で
進
学
を
断
念
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
奨
学
金
や
授
業
料

減
免
な
ど
の
支
援
を
拡
充
す
る

と
と
も
に
、
貧
困
の
連
鎖
を
断

ち
切
る
た
め
、
２
０
１
７
年
度

を
め
ど
に
給
付
型
奨
学
金
を
創

設
す
る
こ
と
。
⑵
希
望
す
る
全

て
の
学
生
等
へ
の
無
利
子
奨
学

金
の
貸
与
を
目
指
し
、
「
有
利

子
か
ら
無
利
子
へ
」
の
流
れ
を

加
速
す
る
と
と
も
に
、
無
利
子

奨
学
金
の
残
存
適
格
者
を
直
ち

に
解
消
す
る
こ
と
。
⑶
低
所
得

世
帯
に
つ
い
て
は
、
学
力
基
準

を
撤
廃
し
無
利
子
奨
学
金
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

※　

以
上
６
件
の
決
算
議
案
に

つ
い
て
は
３
面
に
関
連
記
事

人
　
事

◆
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

畑
谷　

貴
美
子
氏
（
新
任
）

そ
の
他

◆
建
物
明
渡
請
求
調
停
に
係
る

和
解
に
つ
い
て

　

建
物
の
明
渡
し
を
求
め
る
調

停
の
申
立
て
事
件
に
つ
い
て
、

東
京
地
方
裁
判
所
調
停
委
員
会

の
調
停
案
に
基
づ
き
、
当
事
者

間
で
調
定
成
立
に
向
け
た
合
意

に
達
し
た
の
で
、
和
解
す
る
も

の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書
（
要
旨
）

▪
チ
ー
ム
学
校
推
進
法
の
早
期

制
定
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

教
員
が
、
総
合
的
な
指
導
を
担

う
日
本
の
学
校
の
特
徴
を
生
か

し
つ
つ
、複
雑
化
・
困
難
化
す
る

課
題
に
対
応
で
き
る
「
次
世
代

の
学
校
」
を
構
築
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
項

目
に
つ
い
て
強
く
要
望
す
る
。

⑴
教
職
員
体
制
の
整
備
充
実
を

図
る
と
と
も
に
、
専
門
職
員
や

専
門
ス
タ
ッ
フ
等
が
学
校
運
営

や
教
育
活
動
に
参
画
し
て
い
く

「
チ
ー
ム
学
校
」
の
実
現
を
図

る
た
め
、
チ
ー
ム
学
校
推
進
法

を
早
期
に
成
立
を
さ
せ
る
こ

と
。
⑵
教
員
が
担
う
べ
き
業
務

に
専
念
し
、
子
ど
も
と
向
き
合

う
時
間
を
確
保
す
る
た
め
、
学

校
や
教
員
が
携
わ
っ
て
き
た
従

し
、
総
額
を
696
億
９
千
200
万
２

千
円
と
す
る
と
と
も
に
、
債
務

負
担
行
為
の
補
正
を
行
う
も
の

で
す
。主
な
内
容
は
、歳
出
予
算

に
お
い
て
、
防
犯
設
備
整
備
事

業
費
の
増
額
、
介
護
ロ
ボ
ッ
ト

等
導
入
支
援
事
業
費
の
計
上
、

連
雀
学
園
学
童
保
育
所（
仮
称
）

整
備
事
業
費
の
計
上
、
三
鷹
市

三
立
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
関
係

費
の
増
額
、
消
防
団
用
防
火
衣

等
整
備
事
業
費
の
計
上
、
理
科

支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
費
の

計
上
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
平
成
28
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

高
齢
者
セ
ン
タ
ー
ど
ん
ぐ
り

山
指
定
管
理
料
に
つ
い
て
、
平

成
30
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
た

債
務
負
担
行
為
を
設
定
す
る
も

の
で
す
。

決
　
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出

市
民
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
設
置
す
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
組
織
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

平
成
29
年
度
か
ら
ス
ポ
ー
ツ

と
文
化
部
を
新
設
し
て
、
芸
術

文
化
に
関
す
る
こ
と
、
生
涯
学

習
に
関
す
る
こ
と
、
学
校
体
育

を
除
く
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ

と
を
所
管
す
る
と
と
も
に
、
生

活
環
境
部
及
び
子
ど
も
政
策
部

の
分
掌
事
務
を
改
め
る
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
公
衆
便
所
の
設
置
お

よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

条
例
の
題
名
を
「
三
鷹
市
公

衆
ト
イ
レ
条
例
」
に
改
め
る
と

と
も
に
、
東
京
外
か
く
環
状
道

路
の
工
事
に
伴
い
、
北
野
三
丁

目
公
衆
便
所
の
廃
止
等
を
行
う

も
の
で
す
。補

正
予
算

◆
平
成
28
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
３
千
233
万
円
を
追
加

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
教
育
に
関
す
る
事
務

の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る

条
例

　

組
織
改
正
に
よ
る
事
業
の
執

行
を
効
率
的
に
進
め
る
た
め
、

教
育
委
員
会
と
の
連
携
を
図
り

つ
つ
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
基
づ
き
、
学
校
体
育
を
除

く
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
、

文
化
財
保
護
を
除
く
文
化
に
関

す
る
こ
と
を
市
長
が
管
理
し
、

執
行
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
生
涯
学
習
審
議
会
条

例
　

市
民
の
社
会
教
育
を
含
む
生

涯
学
習
の
振
興
と
施
策
の
総
合

的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
、
市

長
の
附
属
機
関
と
し
て
、
三
鷹

市
生
涯
学
習
審
議
会
を
設
置
す

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
多
世
代
交
流
セ
ン
タ

ー
条
例

　

現
行
の
三
鷹
市
児
童
館
条
例

を
、
三
鷹
市
多
世
代
交
流
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴

い
、
題
名
等
を
含
め
、
同
条
例

の
全
部
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。
多
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

は
、
児
童
、
青
少
年
及
び
若
者

の
健
全
育
成
を
図
り
、
多
世
代

に
わ
た
る
多
様
な
市
民
の
主
体

的
な
学
習
を
保
障
し
、
社
会
教

育
を
含
む
生
涯
学
習
の
振
興
を

図
る
た
め
、
多
世
代
に
わ
た
る

２８・１０・３０

可
決
し
た
議
案

第
3
回
定
例
会

東児童館


